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2017 年 6 月 11 日 

社会人部 加盟チーム 各位 

日野市サッカー連盟 

社会人部長 

鈴木史剛 

 

浅川スポーツ公園サッカー場の利用料の精算に関する通達 

 

浅川スポーツ公園サッカー場の利用料の精算に関して通達します。 

 

１）目的 

今年 5 月 7 日(日)の浅川スポーツ公園サッカー場の利用において、グラウンド利用料の精算をせずに社会人

部チームが撤収してしまう前代未聞の事件が発生しました。幸い大事には至らなかったものの、日野市サッ

カー連盟への浅川スポーツ公園グラウンドの利用権剥奪処分を行政担当部門から課せられる可能性さえあ

る極めて重篤な事件でした。これに対する再発防止を通達します。 

 

２）再発防止策 

(1)7 月の日程から、日程表に『グラウンド利用料の精算担当チーム』を追記します。 

(2)『運営指針・役割分担ダイジェスト版』に、グラウンド利用料金の提出、確認、精算の行動を追記します。 

(3)社会人部加盟チームには、本通達および、「運営指針・役割分担ダイジェスト版(20170609)」を熟読の上、

チーム関係者への周知徹底と履行をしてください。尚、同日に壮年部の試合がある場合、利用料の集金

箱（本部席備品の銀色缶）に予め保管されている壮年部利用料（4,000 円）も合算して精算してください。 

 

３）資料 

 

 

 

 

『運営指針・役割分担ダイジェスト版』2017 年 6 月 9 日版を別添資料として展開します。 

 

本件は、１チームのグラウンド利用料金の不提出という過失がきっかけとなり、日野市のサッカー事業を衰

退させかねない大事件でした。チーム関係者の全員に周知徹底してください。 

 

 

以上 

事務局 石田徹 

ここに記名されたチームが利用料を精算する 


